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自己投資口取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

 

森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会にお

いて、投資信託及び投資法人に関する法律第 80条の 5第 2 項の規定により読み替えて適用される同法

第 80条の 2 の規定に基づき、自己投資口取得に係る事項について決定しましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１. 自己投資口の取得を行う理由 

本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、金融市場の動向や財務状況等を総合的に勘案し

た結果、自己投資口の取得及び消却により資本効率の向上と投資主還元を図ることが、中長期的な投

資主価値の向上につながると判断し、自己投資口の取得を決定しました。 

 

２. 取得に係る事項の内容  

（１）取得し得る投資口の総数 

6,800 口（上限） 

発行済投資口の総口数（自己投資口を除きます。）に対する割合

0.36％ 

（２）投資口の取得価額の総額 1,000 百万円（上限） 

（３）取得方法 
証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京

証券取引所における市場買付 

（４）取得期間 2026 年 3月 18 日～2026 年 7月 10 日 
 

上記の取得し得る投資口の総数の上限若しくは投資口の取得価額の総額の上限のいずれかに達し

た時点、又は上記の取得期間が満了した時点で、本投資法人による自己投資口取得は終了する予定で

す。なお、投資口の取得価額の総額については、現在の手元資金の状況、今後の資金需要、自己投資

口取得実行後のＬＴＶ水準、2026 年 7月期中の消却完了までに要する時間を勘案した取得期間等に鑑

み、その規模を決定しました。  
（注）本投資法人の投資口価格水準や投資口の流動性、市場動向等によっては、取得口数又は取得価額の総額のいず

れも上限に到達せず、又は全く取得が行われない場合があります。 

 

３. 自己投資口の消却 

取得した全ての自己投資口については、本投資法人役員会の決議により 2026 年 7 月期中に消却す

る予定です。 
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（ご参考） 

2026 年 3月 17 日時点の自己投資口の保有状況 
 

発行済投資口の総口数（自己投資口を除きます。） 1,886,235 口 

自己投資口数 0 口 

 

以 上 
 
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/ 

 


